
船舶事故調査報告書 

平成２８年８月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（岸壁） 

発生日時 平成２８年３月１２日 ０５時３８分ごろ 

発生場所 石川県七尾
な な お

市七尾港 

 七尾港府中防波堤東灯台から真方位０５４°６９０ｍ付近 

 （概位 北緯３７°０３.１′ 東経１３６°５８.７′） 

事故の概要  貨物船若
わか

貴
たか

丸は、出港作業中、岸壁に衝突した。 

 若貴丸は、舵に曲損を生じ、岸壁のコンクリートが剝離した。 

事故調査の経過 平成２８年３月２２日、調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 若貴丸、４９６トン 

 １３５５６９、貞富海運有限会社 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 舵に曲損 

岸壁 コンクリートの剝離 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の初期 

日出時刻：０６時０７分ごろ 

 事故の経過  本船は、七尾港第１ふ頭東側の岸壁から錨を巻き揚げるとともに機

関を前進にかけて離れた。 

 船長は、離岸した際、船尾方の七尾港第２ふ頭（以下「第２ふ頭」

という。）まで十分距離があると思い、回頭しようと機関を後進に入

れ、引き続き中立とした。 

 船長は、航海士から第２ふ頭が近いとの報告を受け、目視で確認し

たところ、衝突の危険を感じ、機関を前進に入れたが、第２ふ頭と本

船船尾とが衝突した。 

船長は、後進をかける際、第２ふ頭との距離を確認しておけばよか

ったと本事故後に思った。 

分析  本船は、七尾港において出港作業中、船長が機関を後進に入れ、回

頭して出港しようとした際、本船と第２ふ頭との距離を把握していな

かったことから、機関を中立にする時機が遅れ、第２ふ頭に衝突した

ものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、七尾港において出港作業中、船長が機関

を後進に入れ、回頭して出港しようとした際、本船と第２ふ頭との距

離を把握していなかったため、機関を中立にする時機が遅れ、第２ふ



頭に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・港内において回頭する場合は、岸壁との距離を確認すること。 

 


